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校則については、生徒・保護者・教職員からの意見を集約した上で協議し、職員会議での検

討を経て、改訂を行う。校則の見直し手順は以下の通りとする。 
 

 生徒、保護者に対する学校評価の実施や意見聴取

 ↓

 生徒会本部役員がアンケートの集計、意見聴取の結果を集約

 ↓

 生徒会本部役員または生徒評議会にて、 
見直し案等についての意見交換・協議、校則の改訂案の作成

 ↓

 生徒総会、クラス討議等にて、校則の改訂案についての意見聴取・協議

 ↓

 生徒会本部役員または生徒評議会にて、 
見直し案等についての意見交換・協議、校則の再改訂案の作成

 ↓

 生徒会正副会長・校長・教頭・生徒指導主任・生徒会主担当による再協議

 
↓

 職員会議にて検討し、校則の改訂案の協議・決定

 ↓

 校長決裁により校則を改訂し、周知


